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今年はオンライン説明会
を配信中！

好奇心旺盛に自信を持って果敢にチャレンジする人物

学歴不問
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令和２年国勢調査の調査員募集
　１０月１日を基準日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。国勢調
査は、日本国内に居住している全ての人と世帯を対象とする国の最も重要
な統計調査です。
　市では、市内に居住している全ての人（約１４４，０００人）と世帯（約７３，０００
世帯）に対して、約９００人の国勢調査員の協力により調査を実施する予定で
す。
　現在、調査に従事する国勢調査員を募集しています。調査の開始前には
説明会を開催しますので、未経験の人でも安心して応募してください。

調査員報酬　
　国の基準に基づき支給します。
（前回実績）
▽�１調査区担当（約５０世帯）の場合�����約３９,０００円
▽�２調査区担当（約１００世帯）の場合���約７３,０００円
注�受け持ち調査区数や世帯数などにより金額は変動しま
す。
申込方法　
　面談の日程調整をしますので、まずは法制文書課に連
絡してください。
問�法制文書課統計担当
℡�０６－６９９２－１４３０

備詳しくは市ホームページをご覧ください。
問人事課
℡０６－６９９２－１４０８

応募資格　
　次の要件を全て満たす人
▽�責任を持って調査事務ができる満２０歳以上で、
　心身ともに健康な人
▽調査で知り得た秘密を守れる人
▽警察・選挙に直接関係のない人
▽暴力団その他の反社会的勢力と関係を有しない人
主な仕事内容　
▽調査員事務説明会への出席
▽担当調査区の確認、調査区要図の作成
▽調査世帯を訪問して説明、調査書類の配布
▽回答確認リーフレットの配布と調査票の回収
▽調査書類の整理と提出
注�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、調査員と世
帯が直接対面しない「非接触」の調査方法を基本としま
す。
調査員の任命期間　
　８月下旬～１０月下旬の約２カ月間

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
した世帯は、後期高齢者医療保険料が減免される場合
があります。
対�次の（１）または（２）のいずれかに該当する世帯
（１）�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維

持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
（２）�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる

生計維持者の事業収入など（事業収入、不動産収
入、山林収入または給与収入）の減少が見込まれ、
次の①から③までの全てに該当する世帯

①�事業収入などのいずれかの減少額が前年の当該事業
収入等の額の３０％以上であること

②前年の合計所得金額が１，０００万円以下であること
③�減少することが見込まれる事業収入などに係る所
得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であ
ること

注年金収入のみの世帯は、対象になりません。
提申請書送付のときに別途案内します。

　なお、手続きのための来庁は必要ありません。郵
送での手続きとなります。
まずは必ず電話で問い合わせください。
問保険課
℡０６－６９９２－１５４５

新型コロナウイルス感染症に関する
後期高齢者医療保険料の減免


